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01 商品の仕組み

保険期間と保険金の支払時期
• 被保険者が、責任開始日後に原因事故に直面したときに、保険金を支払います。
• ただし、待機期間(注1)中に発生した一般事件（道路交通事故などを除く原因事故）や不担保期間(注1)の定めの

ある法的トラブルについては、保険金は支払われません。
• 保険期間は１年間で、保険契約者から非更新のお申し出がない限り毎年更新されます。(注2)

（注1）待機期間および不担保期間については、P.6「待機期間と不担保期間」を参照。
（注2）更新の制限事項に該当した場合は、更新を取り扱わない、または更新後の補償内容について制限を行うことがあります。
（注3）待機期間経過後でも不担保期間の定めのある法的トラブルについては、保険金を支払いません。

保険金の種類
• 被保険者が、責任開始日以降に発生した原因事故に直面し、法律相談料や弁護士報酬等の費用を負担したと

きに、次の保険金を支払います。ただし日本国内における弁護士等の活動に伴い、日本国内で発生したものである
ことを要します。

法律相談料保険金 法務費用保険金

弁護士等への法律相談によって生じた法律相談料 弁護士等への事件委任によって生じた着手金、報酬金、手
数料、日当。なお、弁護士等の旅費・交通費、裁判所への
支払金、証人への支払金等、弁護士への報酬以外の費用
は対象外となります。

責任開始日
▼

待機期間
３ヶ月

待機期間中の
原因事故の発生は
支払対象外

責任開始日前の
原因事故の発生は
支払対象外

待機期間経過後の
原因事故の発生は

支払対象

保険期間
１年

更新
▼

待機期間３ヶ月経過後の
原因事故の発生は各種保険金の支払対象(注3)
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保険金の支払対象としての原因事故
• 保険金の支払対象となり得る法的トラブルを原因事故といいます。トラブルの当事者の一方が他方に対して損害や

権利侵害を発生させた場合をいいます。
• 紛争の相手方が存在しない場合や、弁護士等に契約書のチェックその他、単なる法律上の事務を依頼する場合は、

保険金の支払対象とはなりません。

原因事故の発生時期の判定
• 原因事故は、当事者の一方に損害や権利侵害を生じさせることとなった具体的な事実（「原因事実」といいま

す。）が生じた時に発生したとみなします。
• 原因事故の発生時期は、相手方と見解の相違が生じたときや、弁護士に相談・委任したときではありません。
• 原因事故の発生時期が、責任開始日前の場合や待機期間中または不担保期間中の場合には、保険金は支払わ

れません。

不和 不和

損害の発生
権利侵害等

相手方との接触
見解の相違

弁護士に
相談・委任

原因事故発生
▼

クローズアップ：民事事件と刑事事件

事件の種類 主な内容

民事事件
• 民事事件というのは、人から人に対する主として金銭の支払を求める種類の事件のことをいいます。
• 個人や法人の財産権など私的な権利をめぐって争われる訴訟で、私人 対 私人の争いとなります。
※ 私人とは、公的な地位や立場を離れた一個人（法人含む）のことです。

刑事事件
• 国が人に対して刑罰を与える手続きのことをいいます。検察庁が裁判所に対して加害者を起訴し、刑罰を科すとすれ

ばどういう刑罰を科すかを判断します。
• 国家（検察）対 私人の争いとなります。

少年事件
• 20歳未満の未成年が犯罪を起こした事件を言います。
• 少年に罪の重さを気付かせ、二度と犯罪に手を染めないよう、更生を促すことが目的となっていますが、場合によって

は、通常の刑事事件同様、有罪となることもあります。
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02 補償内容

補償対象とする法的トラブル
• 補償対象とする法的トラブルは、被保険者の職業・事業活動に伴って、被保険者が直面した「職業・事業トラブル」

となります。

基本となる補償
• 次の算式で計算した金額を保険金としてお支払いします。ただし、法律相談料保険金、法務費用保険金ともに、

「１事案あたりの限度額」「年間限度額」があります。

• 保険金の計算の基礎となる基準法務費用は、被保険者が実際に負担した法務費用とは異なります。被保険者が
負担した費用が基準法務費用を上回る部分の金額については、保険金の支払対象になりません。P.10「06 法務
費用保険金の計算方法」に詳しい説明があります。

• タイムチャージ方式を採用した場合については上記、着手金と同様の計算式により算出した保険金を事件終了時に
お支払いします。

• 基本てん補割合は契約プランに応じて以下のとおりとなります。

▼法律相談料保険金

法律相談料保険金 法律相談料の実費相当額＝
▼法務費用保険金

着手金 基準法務費用 − 免責金額 基本てん補割合＝ ×

報酬金

基準法務費用 基本てん補割合＝ ×手数料・日当

基準法務費用 基本てん補割合＝ ×

保険金の種類
プラン毎の基本てん補割合

プレミアム スタンダード エコノミー

法務費用保険金

着手金部分 70％ 70％ 50％

手数料・日当 70％ 70％ 50％

報酬金部分 35％ − −

• 法務費用保険金における着手金部分の免責金額は以下のとおりとなります。

同一保険期間中の原因事故回数に応じ、１回目：5万円、２回目：10万円、３回目：20万円

• 保険金の額は、被保険者が負担した着手金、手数料、日当、報酬金の額を限度とします。

( 具体的なトラブル例 )
売掛金回収に関するトラブル、商品の仕入れ・納入に関するトラブル、従業員とのトラブル、不動産の賃貸借に関するトラブル、そ
の他契約上のトラブルなど。

4



クローズアップ：各種用語のご説明

用語 ご説明

保険契約者 当社にこの保険契約の申し込みを行い、保険料の払込義務を負うこととなる人をいいます。

被保険者 この保険契約により、補償を受ける人をいいます。被保険者が直面した法的トラブルのみが、この保険契約による
補償の対象となります。

原因事故 保険金の支払対象となる可能性がある法的トラブルをいいます。原因事故は、実際に損害が発生するなど、具体
的な事実に起因するものでなくてはなりません。

保険事故
原因事故に直面した被保険者が、弁護士等に対して法律相談料や弁護士報酬の費用を負担することによって、
損害を被ることをいいます。
被保険者はそれら費用を負担する前に当社の承認を得る必要があります。当社の事前承認なしに、それらの費用
を負担したとしても、保険金は支払われません。

責任開始日 この保険の補償が開始される日をいいます。責任開始日前に生じた原因事故については、保険金の支払対象に
なりません。

待機期間 道路交通事故などの偶発的な事故（「特定偶発事故」といいます。）を除き、責任開始日から3ヶ月間に発生し
た原因事故については、保険金を支払ません。この期間を待機期間といいます。

不担保期間 特定のトラブルについては、責任開始日後一定期間内に原因事故が発生したとしても、保険金をお支払いしませ
ん。これを不担保期間といいます。

特定偶発事故
次のいずれかに該当する事故をいいます。特定偶発事故は待機期間の適用がなく、責任開始日後に生じた場合
に保険金の支払対象となります。
• 道路交通事故
• 偶発人身傷害事故（契約のある相手方または対価の支払をした相手方との事故その他の事故を除く）

基準法務費用 保険金の計算の基準となる弁護士報酬等の額として、普通保険約款に定めた方法で算出した金額をいいます。
被保険者にお支払する保険金の額は、この基準法務費用の額に基づいて算出します。

法律相談料 依頼者に対して弁護士が行う法律相談の費用をいいます。

着手金 弁護士に事件を依頼した段階で支払うもので、事件の結果に関係なく、つまり不成功に終わっても返還されない
費用です。なお、報酬金の内金ではありません。

手数料 鑑定料、法律関係調査、裁判書類の作成、内容証明郵便作成などの費用をいいます。

日当 出張の際などの弁護士の移動による拘束時間に応じた費用をいいます。

報酬金
事件が成功に終わった場合、事件終了の段階で支払う費用をいいます。
成功というのは一部成功の場合も含まれ、その度合いに応じて支払いますが、まったく不成功（全面敗訴）の場
合は支払う必要はありません。

免責金額 法務費用保険金に着手金部分の計算に際して、基準法務費用より差し引き法務費用保険金の支払対象外の
金額のことをいいます。
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保険金の支払条件
• 保険金の支払対象となる原因事故は、以下のすべての条件を満たすものでなければなりません。

待機期間と不担保期間
• 責任開始日後、一定の期間に発生した原因事故については、保険金支払いの対象とならない場合があります。
• 道路交通事故などの偶発な事故（「特定偶発事故」といいます。）を除く一般事件について、責任開始日から３か

月間に発生した原因事故については、保険金を支払いません。この期間を待機期間と呼びます。
• 責任開始日前に締結した事業上の契約に関するトラブルについては、責任開始日後一定期間内に発生した原因

事故については、保険金を支払いません。この取り扱いを特定原因不担保と呼び、保険金をお支払いしない期間を
不担保期間と呼びます。

被保険者本人が直面した原因事故であること

責任開始日以降に発生した原因事故であること

待機期間・不担保期間の適用がある事案については、原因事実の発生がそれらの経過後であること

保険契約が有効に継続しているときに、被保険者が法務費用の負担をしているものであること

原因事故の発生から２年以内に、被保険者が法務費用の負担をしていること

その他、保険金をお支払いできない場合に該当しないこと

▲
責任開始日

待機期間
３ヶ月

道路交通事故などの
偶発事故を除く

一般事件

責任開始日前に締結した契約に係る事件（注1）

不担保期間 １年

▲
更新

（注1）法的トラブルの原因となった契約の締結日が、この保険契約の責任開始日より前である場合をいいます。
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03 保険金をお支払いできない場合

支払対象外の法的トラブル
• 次の表で、×印があるものは、保険金の支払対象外です。
• 支払対象外の事由は他にもあります。詳しくは、普通保険約款にてご確認ください。
• 法務費用保険金の支払対象となる原因事故は、その管轄裁判所が日本の裁判所であり、かつ、日本の国内法が

適用されるものであることを要します。

免責事由
• 次の×印の法的トラブルについては、保険金を支払いません。
• 免責事由は他にもあります。詳しくは、普通保険約款にてご確認ください。

事由の内容 法律相談料
保険金

法務費用
保険金

相手方に請求する額または相手方から請求される額が5万円未満のもの × ×

共有物の分割、境界の確定または筆界の特定に係るもの × ×

行政・税務不服申し立て、行政・税務事件訴訟 ○ ×

破産、民事再生、その他倒産処理事件および債務整理事件 ○ ×

金銭消費貸借契約に係る事件、およびその民事執行手続 ○ ×

事業資金の出資、有価証券投資に係る事件 ○ ×

会社法に関する法律事件（株主代表訴訟など） ○ ×

事業の譲渡・買収・合併、事業承継または事業財産の相続に係る事件 ○ ×

刑事事件、少年事件、医療観察事件 ○ ×

事由の内容 法律相談料
保険金

法務費用
保険金

次の事由に起因・付随・随伴して生じた原因事故
戦争その他の変乱、暴風雨・豪雪・地震・津波・その他の異常な自然現象、核物質の作用、
大気汚染・地盤沈下・液状化など、発がん性物質の作用

× ×

保険契約者または被保険者の故意または重大な過失による次の加害行為
殺人・暴行・その他の他人の生命を害する行為、住居侵入・脅迫・強制わいせつ・強要・その他
の他人の自由を害する行為、窃盗・詐欺・器物破壊・その他の他人の財産を害する行為、秘密
漏示・名誉毀損・業務妨害等の行為

× ×

刑事事件として起訴された行為（当該行為に係る民事上の請求も免責です） × ×

麻薬・大麻・あへん・覚せい剤・シンナー等を摂取した状態で行った行為 × ×

アルコール等の影響で正常な判断・行動に支障がある状態で行った行為 × ×

保険契約の趣旨に鑑みて濫用性が高いと当社が判断する行為 × ×

次に掲げる者を相手方として弁護士等委任契約を行う場合
保険契約者、当社、事業型契約の場合における被保険者の事業の株主・役員、他の法務費
用保険の保険者、保険金を支払わない相手方として保険証券に記載された者

× ×

被保険者が原因事故の解決を委任した弁護士等との間で紛争になった場合 × ×
7



04 保険金の支払限度

支払金額限度
• 次の保険金支払限度を超えて、保険金を支払いません。
• 法律相談料保険金と法務費用保険金の合計年間支払限度額は1,000万円となります。
• 同一の被保険者が事業型の保険契約の他、個人型の保険契約にも加入している場合、個人型と事業型それぞれ

の限度額にかかわらず合計年間支払限度額は1,000万円となります。

限度額の種類
プラン毎の支払金額限度

プレミアム スタンダード エコノミー

通算支払限度額
最初の契約日以降、すべての保険期間の

保険金支払額を合計した金額
5,000万円 3,000万円 1,000万円

法務
費用

保険金

年間
限度額 1,000万円 600万円 200万円

事案
限度額 500万円 300万円 100万円

法律
相談料
保険金

年間
限度額 50万円 24万円 10万円

事案
限度額 20万円 5.5万円 2.2万円

法務費用保険金の支払回数限度
• 過去に遡り、以下の保険期間ごとに定めた支払回数限度を超えて法務費用保険金を支払いません。

5回まで

4回まで

3回まで1年間

3年間

5年間

過去の保険期間 現在の保険期間

※ 上表のほか、同一の相手方とのトラブルについては、保険加入後のすべての保険期間を通算し、上表の「年間限度額」を超えて
保険金を支払いません。
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05 特約・特則について

特約の主な内容
• 以下の特約を契約時に付加いただけます。

特約 内容

特定原因事故不担保特約
（保険料の等級のアップによる保険料割引）

従業員トラブルを不担保とする場合、
初年度の保険料等級が1等級アップ 2つのトラブルを

不担保とする場合、
初年度の保険料等
級が2等級アップ不動産賃貸トラブルを不担保とする場合、

初年度の保険料等級が1等級アップ

法律相談料保険金不担保特約 法律相談料保険金を不担保とすることで保険料が割引になります。

特則の主な内容（被告事件割増補償特則）
• この保険には被告事件割増補償特則が自動的に付加されていますので、責任開始日後3年を経過した契約のうち、

保険料等級が、次の場合に適用される特別取扱いです。

• 上の条件を満たす保険契約について、被保険者が相手方から訴えられて訴訟事件の当事者となったとき、着手金
対応分の基本てん補割合を更新通知書に記載のとおりに割増しして、法務費用保険金をお支払いします。

• 着手金対応分の基本てん補割合の割増幅は、20％です。ただし、この割増幅については、今後変更になることがあ
ります。実際に適用される割増幅については、最新の更新通知書でご確認ください。

• 報酬金対応部分についての割増はありません。
• この特則に対する保険料はありません。

保険料等級 割増 商品プラン 割増後の着手金対応分の基本てん補割合

13等級以上 20％

プレミアム 70％ → 90％

スタンダード 70％ → 90％

エコノミー 50％ → 70％
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06 法務費用保険金の計算方法

保険金の算定基礎 －基準法務費用－
• 当社が被保険者に支払う法務費用保険金の額は、普通保険約款の規定に従って算出した「基準法務費用」に基

づき算出します。この「基準法務費用」の額は、被保険者が実際の弁護士等委任契約に基づき支出した金額とは
異なりますので、ご注意ください。

• 法務費用保険金の計算は、「基準法務費用」の額に基づき次のとおり行います。

 訴訟の場合を考えると、法務費用保険金は、委任契約締結時と事件終了時の２回に分けてお支払いします。
 委任契約締結時には、相手方への請求額のうち「損害額の算定が容易かつ明確な部分(a)」のみを基礎として基準法務費

用を算出し、それに基づき計算した法務費用保険金をお支払いします。「損害額の算定が容易かつ明確な部分(a)」の金額
は、一般に「相手方への請求額（ｂ）」よりも小さくなりますので、ご留意ください。

 なお、事件終了時に「損害額の算定が容易かつ明確な部分(a)」を超えて法的請求が認められたときは、「確定した請求額
(c)」に基づき着手金対応分の法務費用保険金の額を精算し差額を支払います。

 事件終了時には、次の金額「着手金対応分の保険金の精算額」「弁護士への報酬金に対応する法務費用保険金」を支
払います。

裁判等に
より

確定した
請求額
（ｃ）

相
手
方
へ
の
請
求
額
（
ｂ
）

事件処理を
弁護士に委任した時 事件終了時

損害額の
算定が
容易かつ
明確な部分
（ａ）

(ａ)の部分に対して基準法務費用(着手金)を算出し、保
険金を支払います。

(ｃ)に基づき委任時の基準法務費用(着手金)を再計算
し、差額を精算して支払います。加えて(ｃ)に対する報酬
金を算出し、保険金を支払います。

法務費用保険金に算定基礎
法務費用保険金の算定基礎となる基準法務費用は、事件処理の委任時と終了時のそれぞれにおいて、次の請求額
に基づき算出します。

基準法務
費用

普通保険約款
別表1基準法務費用
算定表にて計算

基準法務
費用普通保険約款

別表1基準法務費用
算定表にて計算
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事件処理を弁護士に委任した時

事件終了時（着手金差額・報酬金）

法務費用保険金の計算方法
• 法務費用保険金の額を、具体的な事例について計算すると次のとおりです

【事例】裁判上の請求額：2,000万円（うち実際の被害額：1,500万円、慰謝料：500万円）のケース
補償内容（着手金にかかる基準法務費用の70％、報酬金にかかる基準法務費用の35％を補償）

（法務費用保険金における免責金額 1回目：5万円）
裁判の結果認められた請求額：1,600万円

1,500万円×5％+9万円

基準法務
費用

（着手金部分）

84万円

損害額の
算定が
容易かつ
明確な部分

1,500万円 着手金
55.3万円

(84万円-5万円)×70％

1,600万円×5％+9万円

基準法務
費用

（着手金部分）

89万円

確定した
基準紛争利益

の額

1,600万円

着手金(差額)
3.5万円

(89万円-5万円)×70％
-55.3万円

1,600万円×10％+18万円

基準法務
費用

（報酬金部分）

178万円
報酬金

62.3万円

178万円×35％

着手金合計：58.8万円

法務費用保険金の合計（着手金＋報酬金）

法務費用保険金
121.1万円

着手金
58.8万円

報酬金
62.3万円＝ ＋

【備考】 裁判の結果認められた請求額が、委任契約締結時に当社が承認した額（ここでは1,500万円としています）を下
回ったとしても、当社が着手金対応分の法務費用保険金について返還を求めることはありません。
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保険申込手続き完了
＜1日〜15日＞

当社指定の口座に
保険料の払い込み
＜1日〜末日＞

07 責任開始日と保険料について

責任開始日
• この保険契約による補償が開始する日を責任開始日といいます。責任開始日は、保険証券に記載されています。
• 責任開始日は、指定の期日までに保険申込手続が完了し当社が保険契約の申込みを承諾した場合には、第1回

目の保険料相当額が払い込まれた日の属する月の翌月１日となります。
• 保険料の払込方式に応じて、責任開始日についての実際の取扱いは次のとおりです。

口座振替方式の場合

クレジットカード払方式の場合

• 保険申込手続きが1日〜15日までに完了し当月末日までに第１回目の保険料相当額が払い込まれたときは、翌月1日が
責任開始日となります。

• 保険申込手続きが、16日〜末日までに完了し翌月末日までに第１回目の保険料相当額が払い込まれたときは、翌々月1
日が責任開始日となります。

保険申込手続き完了
＜16日〜末日＞

当社指定の口座に
保険料の払い込み

＜16日〜翌月末日＞

責任開始日
＜翌月1日＞

当月 翌月

当月 翌月 翌々月

責任開始日
＜翌々月1日＞

月末までにクレジットカードの有効性および利用限度内であることの確認が完了した場合、当社はその時点
で保険料が払い込まれたとみなし、その翌月1日を責任開始日とします。
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保険料の払込猶予期間
＜保険料払込期日の翌月1日〜末日＞

保険料
払込期日

前月 当月

保険料決定の仕組み
• 保険料は、保険契約の型、加入プラン、特約の有無および保険料等級によって異なります。
• 保険契約の型、加入プラン、特約については、保険証券に記載されていますので、ご確認ください。
• 保険料等級は、初年度契約については、あらかじめ定められた等級が適用されます。更新契約については、原因事

故の発生状況によって変化します。実際に適用される等級については、毎年の更新期に契約者のもとへ送付される
更新通知書に記載がありますので、ご確認ください。

• 保険料等級制度については、後述の「保険料等級制度」の項に詳しい説明がありますので、よくお読みください。

保険料の払込方法

保険料払込期日と払込猶予期間

保険料払込方式 口座振替方式 ／ クレジットカード払方式

保険料の払込み回数 月払い ／ 12ヶ月一括払（割引有り）

• 当社が保険契約の締結を承諾した場合には、保険契約者が払い込んだ第１回目の保険料は、契約日（責任開
始日）の属する月の保険料に充当し、第２回目以降の保険料は、第１回保険料を充当した月の翌月以降の保
険料として、順次充当します。

• 第２回目以降の保険料は、その保険料を充当すべき月の前月末日までに払い込んでください。この日を保険料払
込期日とします。

• 保険料払込期日までに保険料が払い込まれなかったとしても、保険契約者が次の払込猶予期間内に、未払込みの
保険料とその翌月の保険料の合計額を払い込めば、保険契約は有効に継続します。

• 保険料の払込猶予期間は保険料払込期日の翌月１日から末日までとなります。

• 保険料の払込有効期間中に、必要な保険料が払い込まれなかった場合には、猶予期間満了日をもって保険契約
は失効します。

※ この保険契約に復活の取扱いはありません。
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08 保険料について

保険料等級制度
• 保険契約者が負担する毎年の保険料は、被保険者ごとに適用する保険料等級により変化します。
• 保険料等級は、初年度契約については、10等級が適用されます。ただし特定原因事故不担保特約を付加した場

合は対象とするトラブル数により初年度の保険料等級が１１等級または１２等級となります。詳しくはP.9「05 特
約・特則について」を参照ください。

• 更新契約については、保険金の支払対象となった前年度以前における原因事故の発生状況によって変化します。
前年に、保険金の支払対象となる原因事故がなかった場合は、保険料等級がアップし契約者が負担する保険料の
額が減少します。また原因事故が一定の回数以上発生した場合は、保険料等級がダウンし保険料の額が増加しま
す。

• 保険料等級が等級ダウンにより1等級未満となるときは更新を取扱いません。また、等級アップ後に20等級以上とな
るときは20等級に据え置きます。

• 更新契約に適用する保険料等級は、次のとおりです。

基準法務費用の額 更新後の保険料等級

保険料（年額）以下 前年より１等級ダウン

保険料（年額）超 前年より２等級ダウン

① 法律相談料保険金の支払対象事故があった場合

前年度の
保険料等級

１等級
アップ 等級据置 １等級

ダウン ２等級ダウン

20等級 - 0〜1回
2〜3回 4回以上

8〜19等級
0回

1回

5〜7等級 1〜2回 3〜4回 5回以上

4等級 0回 1〜3回 4〜5回 6回以上

3等級 0〜1回 2〜4回
5〜6回

7回以上

2等級
0〜2回

3〜4回 7回以上は
更新不可

1等級 3〜5回 6回以上は更新不可

等級
アップ

等級
ダウン

前年度において法律相談料保険金の支払対象となった原因事故の数に応じて、1等級アップ、等級据置、1等級ダウン、2等
級ダウンのいずれかの取扱いを行います。具体的には、前年度の保険料等級と原因事故の回数に応じて、次のとおりとなりま
す。

【備考】表中の回数は、法律相談料保険金の支払対象となった原因事故の数です。

② 法務費用保険金の支払対象事故があった場合
法務費用保険金の支払対象となった原因事故については、次のとおりとします。なお、一つの原因事故について、法律相談料保
険金と法務費用保険金のいずれも支払われることとなった場合には、次の法務費用保険金の等級変動を限度とします。
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Close Up 保険料等級について

支払実績に応じて決定される等級（1等級〜20等級）で毎年の保険料が増減します。
ご契約当初の等級は10等級からスタートします。

11等級
12等級
13等級

7等級
8等級
9等級

10等級

少

多

保
険
料

ご契約当初の保険料
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弁護士保険コモンBizの保険金は、
どのようなケースで、どのくらい支払われるのか。

具体的な事例をもとにご説明します。

【トラブル別】

保険金支払事例

｜Case

16



「取引先が商品の代金を払ってくれない！」

Case.1

「理不尽な要求をする悪質クレーマーに困っています！」

Case.2

「退職した従業員より過去分の残業代支払いを要求
されました！」

Case.3

「賃借人が原状回復費用を一切負担してくれない！ 」

Case.4

「商標権を侵害している会社を訴えたい！」

Case.5

17



「取引先が商品の代金を払ってくれない！」

「弁護士保険コモンBiz」に加入しているA株式会社は、新規取引
先であるZ株式会社と幾度にも及ぶ打ち合わせを重ね、商品を製
作・納品しましたが、 Z株式会社より「イメージが違う」とクレームを
つけられ代金500万円を支払ってくれません。

Case.1

18

付帯サービスの「弁護士検索サポート」で探した弁護士に無料相談
（20分）し、初動対応および今後想定される法的手続き等について
助言を受けました。

無料

付帯サービスの「弁護士検索サポート」で探した弁護士に無料相談
（20分）し、初動対応および今後想定される法的手続き等について
助言を受けました。

法律相談料保険金
11,000円

弁護士に事件委任し内容証明郵便を送付しましたが、期日までに相
手方からの返答がなかったため訴訟手続きに入りました。裁判の結果、
A株式会社の主張が全面的に認められ未払い代金500万円を支払っ
てもらうことができました。

もし泣き寝入りしていたら・・・

SUCCESS!

売掛金を支払ってもらえず、経営に大きなダメージが・・・

売掛金500万円の回収に成功！

保険金支払額 499,600円
※弁護士保険コモンBizのプレミアムプランの場合

【参考】スタンダードプランの場合 237,800円

着手金対応分
226,800円

報酬金対応分
261,800円

｜保険金支払額

｜保険金支払額

｜初期対応

｜法律相談

｜事件委任



「理不尽な要求をする
悪質クレーマーに困っています！」

「弁護士保険コモンBiz」に加入している医療法人Bは、ある患者から
「診断ミスがあった、病院の誠意を見せろ！」と病院内で大騒ぎされた
後、ネット上に病院に対する誹謗中傷の書き込みを繰り返しされました。
病院の信用も失墜し、病院経営にも大きなダメージを受けています。

Case.2

付帯サービスの「モンスターヘルプナビ」で探した弁護士に無料相談
（20分）し、初動対応および今後想定される法的手続き等について
助言を受けました。

無料

弁護士に具体的な診療経過や相手方の主張、誹謗中傷の書き込み
などによる経営への損害を説明の上、今後の対応方法について相談し
たところ、弁護士より悪質クレーム・誹謗中傷の差止めおよび損害賠償
請求の提案を受けました。

法律相談料保険金
22,000円

弁護士に事件委任し、悪質クレーム・誹謗中傷の差止めおよび損害賠
償請求を行った結果、患者より今後本件についてクレームや、誹謗中
傷の書き込みをしないことの誓約を取り付けることに加え、損害賠償金
200万円を支払ってもらうことに成功しました。

もし泣き寝入りしていたら・・・

SUCCESS!

病院経営に危機が・・・

悪質クレーム・誹謗中傷がストップ！200万円の損害賠償金の支払に成功！

保険金支払額 125,600円
※弁護士保険コモンBizのプレミアムプランの場合

【参考】スタンダードプランの場合 64,000円

着手金対応分
42,000円

報酬金対応分
61,600円

｜保険金支払額

｜保険金支払額

｜初期対応

｜法律相談

｜事件委任
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「退職した従業員より
過去分の残業代支払いを要求されました！」

「弁護士保険コモンBiz」に加入しているC株式会社は、3カ月前に
退職した元従業員より「退職前５年分の残業代未請求分（545
万円）を支払って欲しい」と請求されました。

Case.3

付帯サービスの「弁護士検索サポート」で探した弁護士に無料相談
（20分）し、初動対応および今後想定される法的手続き等について
助言を受けました。

無料

弁護士に元従業員からの具体的な請求内容や会社が把握している勤
務実態などを説明の上、今後の対応方法について相談したところ、弁
護士より和解を前提とした示談交渉の提案を受けました。

法律相談料保険金
22,000円

弁護士に元従業員と示談交渉してもらった結果、元従業員が求める
残業代未請求分（545万円）のうち、業務時間として容認出来ない
部分を減額し、68万円についてのみ支払うことで示談が成立しました。

もし法的対応を取らなかったら・・・

SUCCESS!

交渉は長引き、結果的に必要のない残業代を支払うことに・・・

477万円の不当請求を退けることに成功！

保険金支払額 253,036円
※弁護士保険コモンBizのプレミアムプランの場合

【参考】スタンダードプランの場合 126,563円

着手金対応分
104,563円

報酬金対応分
126,473円

｜保険金支払額

｜保険金支払額

｜初期対応

｜法律相談

｜事件委任
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「賃借人が原状回復費用を
一切負担してくれない！ 」

「弁護士保険コモンBiz」に加入しているD不動産株式会社は、事務所ビル
を貸しているテナント企業に対し撤去する際の原状回復費用280万円を請
求したところ、リノベーションにより付加価値が高くなったため原状回復は不要
であるとして一切の原状回復費用を支払ってくれませんでした。止む無く保
証金から差し引いたところテナント企業から返還の請求を受けてしまいました。

Case.4

付帯サービスの「弁護士検索サポート」で探した弁護士に無料相談
（20分）し、初動対応および今後想定される法的手続き等について
助言を受けました。

無料

弁護士に具体的な契約内容やリノベーション工事の経緯・相手方の主
張などを説明の上、具体的な対応方法について相談したところ、弁護
士より内容証明郵便の送付提案を受けました。

法律相談料保険金
22,000円

弁護士に事件委任し、不動産賃貸契約書に従って原状回復費用が
正当な費用であることを記載した内容証明郵便を送付したところ、テナ
ント企業より原状回復費用280万円の支払を受け入れる旨の連絡が
あり、無事解決しました。

もし泣き寝入りしていたら・・・

SUCCESS!

交渉に失敗して原状回復費用を自己負担することになっていたかも・・・

280万円の返還請求を退けることに成功！

保険金支払額 159,480円
※弁護士保険コモンBizのプレミアムプランの場合

【参考】スタンダードプランの場合 73,240円

着手金対応分
51,240円

報酬金対応分
86,240円

｜保険金支払額

｜保険金支払額

｜初期対応

｜法律相談

｜事件委任
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「商標権を侵害している会社を訴えたい！」

「弁護士保険コモンBiz」に加入しているE株式会社は、自社で商標
登録している商品名が他社でも使用されていることを知りました。この
ままではこれまで築き上げてきた自社ブランドに大きな損害が生じてし
まいます。

Case.5

付帯サービスの「弁護士検索サポート」で探した弁護士に無料相談
（20分）し、初動対応および今後想定される法的手続き等について
助言を受けました。

無料

弁護士へ商標の登録日や内容、他社が使用している商品との類似性
などを説明したところ、弁護士より使用差し止め並びに損害賠償を請求
する内容証明郵便の送付提案を受けました。

法律相談料保険金
22,000円

弁護士に事件委任し内容証明郵便を送付しましたが、期日までに相
手方からの返答がなかったため訴訟手続きに入りました。裁判の結果、
E株式会社の商標権が認められ使用差し止めの命令ならびに損害賠
償金500万円を支払ってもらうことができました。

もし法的対応を取らなかったら・・・

SUCCESS!

自社ブランドの価値が減退。経営に大きなダメージが・・・

商標の使用差し止めに成功！
500万円の損害賠償金の支払いに成功！

保険金支払額 510,600円
※弁護士保険コモンBizのプレミアムプランの場合

【参考】スタンダードプランの場合 248,800円

着手金対応分
226,800円

報酬金対応分
261,800円

｜保険金支払額

｜保険金支払額

｜初期対応

｜法律相談

｜事件委任
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〔 お客様専用ダイヤル 〕

エール少額短期保険株式会社
関東財務局長（少額短期保険）第76 号
〒104-0043 東京都中央区湊2-2-8 CKビル4F
URL http://yell-lpi.co.jp

ご契約内容に関するお問い合わせ、苦情・相談窓口

0120-888-727
受付時間 平日 9:00〜17:00（土・日・祝日等を除く）

保険金請求に関するお問い合わせ

0120-000-455
受付時間 平日 9:00〜17:00（土・日・祝日等を除く）

2019-OP・募-024
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